
令和７年度第１回 国土交通省航空局 入札監視委員会 審議概要 

開催日及び場 所  
令和７年７月２８日（月） 

オンライン形式による開催 

委 員 

委員長：橋爪 宏達（大学改革支援・学位授与機構研究開発部 教授） 

委 員：江川  淳（日本橋江川法律事務所 代表弁護士） 

委 員：平田 輝満（茨城大学大学院理工学研究科 教授） 

審 議 対 象 期 間  令和６年１０月１日～令和７年３月３１日 

建設コンサルタント業務等 １ 件 

役 務 の 提 供 等     ２ 件 

工 事    ０ 件 

地方官署 工事・一般競争    ０ 件 

合 計    ３ 件 

委員からの意見・

質問、それに対す

る回答等 

意見・質問 回 答 

別紙のとおり 別紙のとおり 

委員会による意見

の具申又は勧告の

内容 

なし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙）     委員からの意見、質問、それに対する回答等 

意 見 ・ 質 問  回 答 

【建設コンサルタント業務等】 
一般競争 
「令和６年度 気候変動による平均海面水

位の上昇に伴う空港土木施設への影響検討

業務」 
 
○入札説明書を配布した業者数はどのくらい

になるのでしょうか。またこの中には入札情報

サービスの業者も含まれますか。 
 
 
○情報収集の数を差し引いても結構多くの社

が入札説明書を受け取ったということでしょ

うか。 
 
 
○７、８社はある程度この案件に興味があるか

らこそ入札説明書を受け取りにきたが、入札説

明書をみたら業務を履行するのに十分な自主

体制が組めないことがわかったので入札参加

しなかったということでしょうか。 
 
○入札説明書を受け取りに来ている業者は、本

当に受注しようと思っているところだけでは

なく、とりあえずもらおうという場合もあるの

でしょうか。また、今後社内体制を整備した上

で入札参加する可能性もあるので、入札説明書

をもらうこともあるのでしょうか。 
 
○結果的に１社しか競争参加しなかったわけ

ですが、何社も入札説明書を受け取りに来るこ

とは良いことだと思いますので、他の案件でも

うまく周知できればよいと思います。 
 
 

 
 
 
 
 
 
○１３社ございました。１３社の中には情報収

集されているであろう社も含まれていると思

われます。 
 
 
○７社から８社ぐらいは受注可能業者がいる

と思われます。 
 
 
 
○業者にヒアリングを実施したところそのよ

うな回答でございました。 
 
 
 
 
○そういう場合もあると思われます。国として

今どのようなことをやっているのか、あるいは

国がどのようなことを考えているのかなど、入

札説明書の内容から見えてくるため、情報収集

されているのかもしれないと思っております。 
 
 



【物品の製造】 
 一般競争 
 「ＭＬＡＴ－２４型マルチラテレーション装

置１式の製造（東京空港事務所用） 
（製造・設置・調整）」 
 
○令和６年度について、２空港に発注をしてい

ますが、別々の事業者が受注したのでしょう

か。 
 
 
 
○羽田空港向けの発注に受注した事業者は大

阪空港向けの発注に参加したのでしょうか。 
 
 
 
 
 
 
 
○両社で価格競争してもらうには、なにか工夫

できるものでしょうか。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
○令和６年度は羽田空港向け及び大阪空港向

けに装置を発注しましたが、羽田空港向けの競

争参加申請は１社、大阪空港向けは２社でし

た。入札の結果、両空港はそれぞれ異なる事業

者が受注しております。 
 
○羽田空港向けの発受注者は、大阪空港向けの

競争参加申請も行っていましたが、入札を見合

わせたため、結果的に１社のみが応札し受注し

ました。また、大阪空港向けを受注した事業者

へのヒアリングでは、「羽田空港は規模が大き

いため、大阪空港に注力した」との説明があり

ました。１社で両方の発注に参加するのは難し

かったのではと考えています。 
 
○一年に１式の発注であれば複数社に参加し

てもらえるのではないかと思いますが、発注の

タイミングを各年度で平準化することは予算

の都合や装置の老朽化状況などの要因により、

現状では困難な状況となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【役務の提供等】 

 一般競争 

 「統合 Active Directory 更新業務（本省／

北海道／関東／関西・四国／沖 

縄ブロック）」 

 

○１者応札の分析結果について、公告時期が他

の案件と重なりやすい時期であったとのこと

ですが、他の案件とはどのようなものを示して

いるのでしょうか。 

 
 
 
 
○事後的に考えるとそうであったとしても、公

告を出す前の更新計画を策定する段階でわか

らなかったのでしょうか。 
 
○システムのソフトウエアの所有権は国にあ

るとのことですが、ハードウエアを調達してき

て、国からソフトウエアに関する情報提供が行

われているのに、参加者が出てこない理由は何

かありますか。 
 
 
 
 
【抽出案件以外】 

「公募型随意契約試行案件の検証結果報告」 

 

○特段異論はありませんが、コスト縮減効果も

あって、その他の効果もあったとのことなので

すが、何か想定されるデメリットとかマイナス

の効果というのはあるのでしょうか。 

 

○予定価格に対して、落札率９０何％というよ

うな入札が多いわけですが、事前に見積もって

いる額というのはある意味、かなりの精度で提

 
 
 
 
 
 
○一般的には統合アクティブデレクトリーの

システムは他の業種でも整備が行われており、

航空局以外の民間会社等でも取り入れられて

いる基本的なシステムですので、発注時期とし

て国の発注だけではなく、他の民間会社が同一

時期に発注していた時期であったということ

です。 
 
○５年に一度の更新であるため、タイミングと

して情報収集や分析不足の面も結果としてあ

ったかもしれません。 
 
○分析では、全国規模になる今回のシステム更

新であり、体制構築が困難であったと思われま

す。同一ソフトを可能な限り長い期間使いたい

という観点と予算的な観点も踏まえてこのよ

うな形になっていることが要因の一つである

と思っております。 
 
 
 
 
 
 
○デメリットは、今回のモデルケース３件では

ありませんでした。試行期間の２年間の中でデ

メリットの有無等についても精査していけれ

ばと思っております。 

 

 

 

 



示されているものと思います。そこからどれだ

け安くなったかということを、これから調査し

て頂けるということで２年後にお聞き出来る

ものと思っております。期待しております。 

 

○期待以上の効果が出たという印象を持って

います。特にその他の効果のところも、いろい

ろ不確実性があると過剰なリスクマネジメン

トというのは取りやすくなると思います。何よ

り、工期が確保できて品質向上にも寄与すると

いうのは、人手不足の中で非常に重要なことだ

と思うので、是非前向きに評価してもらいたい

なと思いました。また不確実性をなるべく減ら

すような仕様書だとかの書き方など学びがあ

ると良いので、続けているなかで、業者がどう

いう対応するかなどのシミュレーションして

おくと非常によいかなと思いました。これだけ

効果があるのだから、製造だとか保守だとか他

の分野全てとは言いませんが、最適化の検討を

やりつつも、結構切羽詰まってきている状況で

供給力不足みたいなものもあるので、１者応札

が続いているならば、トライアルケースとして

少し検討を幅広くやってみてもよいかなと思

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○今回、委員の先生方にご審議頂きまして、ま

ずはテストケース３件を行われたことが非常

に大きな一歩になりますので、今回ご指摘・ア

ドバイス頂いた内容を踏まえまして、しっかり

と２年間の試行期間に臨んで参りたいと思い

ます。引き続きよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 


